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　「建物自体を教材に」をコンセプトとした、Science�Centerが令和３年に完成しました（写真右下）。「問題解決型の学力≓クリティ
カルシンキング」の力を、探究型の社会科総合学習や実験・観察に重きを置いた理科の授業を通して積極的に養っています。
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謹
ん
で
新
年
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

年
頭
に
当
た
り
、
私
学
関
係
の
皆
様
の
日
頃
の
ご
尽
力
と
ご

協
力
に
、
改
め
て
敬
意
と
感
謝
を
表
し
、
本
年
も
皆
様
の
ご
健

康
と
ご
多
幸
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
蔓
延
に
伴
う
活
動
制
限
が
緩

和
さ
れ
て
も
、
な
お
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
に
あ
り
、
気
候
変

動
に
よ
る
災
害
、
各
地
で
の
紛
争
と
国
際
的
緊
張
、
為
替
変
動

や
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
急
騰
に
よ
る
経
済
生
活
環
境
の
悪
化

等
、
生
活
の
安
全
と
安
心
を
脅
か
す
要
因
が
あ
と
を
絶
ち
ま
せ

ん
。
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
な
事
情
に
遭
遇
さ
れ
て
お
ら
れ
る
方
々

に
、
心
か
ら
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
、
わ
が
国
で
は
、
少
子
高
齢
化
が
急
速
に
進
行
す
る
中
で
、

未
来
を
築
く
人
材
を
育
成
し
続
け
、
将
来
を
拓ひ

ら

く
諸
科
学
の
成

果
を
維
持
・
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
私
学
の
価
値
と
役
割
を
改

め
て
認
識
し
、
時
代
と
社
会
の
期
待
と
要
請
に
応
え
て
再
構
築

す
べ
き
時
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　

私
学
経
営
の
制
度
基
盤
で
あ
る
学
校
法
人
の
組
織
を
充
実
さ

せ
て
、
私
学
の
価
値
を
維
持
・
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
令
和
７

年
４
月
施
行
の
改
正
私
立
学
校
法
に
確
実
に
対
応
し
つ
つ
、
新

た
な
中
央
教
育
審
議
会
で
の
議
論
に
私
学
関
係
者
の
声
を
反
映

さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

私
学
の
価
値
と
役
割
を
人
口
減
少
期
に
ど
の
よ
う
に
再
構
築

す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
教
育
研
究
の
質
的
成
果
の
獲
得
、
グ
ロ

ー
バ
ル
化
、
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ

ン
）
の
推
進
、
各
種
連
携
の
促
進
な
ど
に
つ
い
て
も
、
歴
史
と

伝
統
に
支
え
ら
れ
た
建
学
の
精
神
の
下
に
、
私
学
の
個
性
と
多

様
性
を
発
揮
し
、
先
人
も
経
験
の
な
い
状
況
の
中
で
、
知
恵
と

勇
気
を
出
し
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

私
学
事
業
団
で
は
、
変
化
が
激
し
く
将
来
が
不
確
実
な
時
代

で
あ
っ
て
も
、
助
成
業
務
と
共
済
業
務
の
着
実
な
執
行
を
通
じ

て
、
私
学
の
振
興
を
図
り
、
私
学
関
係
者
の
皆
様
に
安
心
を
も

た
ら
す
使
命
を
果
た
し
て
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

助
成
業
務
に
お
い
て
は
、
①
補
助
事
業
で
は
、
私
立
大
学
等

の
運
営
に
必
要
な
経
常
費
補
助
金
を
確
保
し
、
建
学
の
精
神
及

び
私
学
の
特
色
を
活
か
し
た
効
果
的
で
質
の
高
い
教
育
研
究
に

取
り
組
む
私
立
大
学
等
に
対
す
る
支
援
を
強
化
し
て
い
き
ま
す
。

　

②
貸
付
事
業
で
は
、
私
立
学
校
の
教
育
研
究
活
動
の
基
盤
と

な
る
施
設
・
設
備
等
の
整
備
や
経
営
に
必
要
な
資
金
に
対
し
、

長
期
・
低
利
・
固
定
金
利
で
融
資
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

③
経
営
支
援
・
情
報
提
供
事
業
で
は
、
学
校
法
人
の
経
営
力

の
強
化
や
教
育
条
件
の
改
善
を
図
る
取
り
組
み
へ
の
支
援
と
し

て
、
現
状
分
析
や
経
営
課
題
の
把
握
、
経
営
改
革
等
に
対
す
る

助
言
等
を
行
う
経
営
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
私
立
学
校
の
特
色
や
具
体
的
に
実
践
し
て
い
る
優
れ

た
教
育
改
革
等
に
関
す
る
取
り
組
み
の
情
報
を
迅
速
か
つ
的
確

に
収
集
蓄
積
し
、
大
学
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
（
私
学
版
）
を
は
じ
め

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
刊
行
物
等
で
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

④
寄
付
金
事
業
で
は
、
受
配
者
指
定
寄
付
金
制
度
を
通
じ
、

私
立
学
校
の
募
金
活
動
を
税
制
優
遇
の
面
で
支
援
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
未
来
を
つ
く
る
学
術
研
究
と
研
究
者
育
成
を
支
援
す

る
た
め
、
社
会
一
般
か
ら
の
寄
付
金
や
基
金
の
運
用
益
を
原
資

と
し
た
学
術
研
究
振
興
資
金
、
若
手
・
女
性
研
究
者
奨
励
金
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

　

⑤
減
免
資
金
交
付
事
業
で
は
、「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の

支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、
私
立
大
学
等
が
学
生
等
に

対
し
て
行
う
授
業
料
等
の
減
免
費
用
に
要
し
た
資
金
を
大
学
等

に
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

共
済
業
務
に
お
い
て
は
、
①
短
期
給
付
事
業
で
は
、
政
府
の

医
療
制
度
改
革
に
よ
り
、
出
産
に
伴
う
経
済
的
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
、
５
年
４
月
以
降
の
出
産
費
及
び
家
族
出
産
費
の
支
給

額
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

②
年
金
等
給
付
事
業
で
は
、
５
年
４
月
以
降
の
年
金
額
が
前

年
度
か
ら
原
則
２
・
２
％
（
67
歳
以
下
の
人
）
又
は
１
・
９
％

（
68
歳
以
上
の
人
）
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
５
年
10

月
か
ら
の
退
職
等
年
金
給
付
の
基
準
利
率
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
の
０
・
02
％
か
ら
０
・
07
％
に
見
直
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い

年
金
現
価
率
も
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
他
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
活
用
し
た
地
方
自
治
体
及
び
住

民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
と
の
情
報
連
携
に
よ
り
、

被
扶
養
者
認
定
申
請
及
び
年
金
の
請
求
手
続
き
に
お
け
る
住
民

票
等
の
省
略
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
給
付
金
等
の
受

け
取
り
の
た
め
の
口
座
と
し
て
、
預
貯
金
口
座
の
情
報
を
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
と
と
も
に
登
録
し
て
お
く
こ
と
に
よ
り
、
給
付
金
等

の
申
請
時
に
通
帳
の
写
し
等
の
添
付
が
不
要
に
な
り
ま
し
た
。

　

共
済
業
務
に
お
い
て
は
引
き
続
き
、
関
連
す
る
法
令
等
の
改

正
に
合
わ
せ
、
適
切
な
対
応
を
図
っ
て
参
り
ま
す
。

　

わ
が
国
の
経
済
社
会
と
私
立
学
校
運
営
の
複
雑
さ
と
厳
し
さ

が
一
段
と
増
す
中
で
、
本
事
業
団
は
、
新
た
な
中
期
目
標
と
計

画
を
土
台
に
、
私
立
学
校
の
振
興
と
、
加
入
者
及
び
被
扶
養
者

の
福
利
厚
生
の
向
上
の
た
め
に
、
役
職
員
一
同
、
い
っ
そ
う
の

努
力
を
重
ね
て
参
り
ま
す
。

　

皆
様
に
は
、
本
年
も
、
本
事
業
団
の
業
務
に
ご
指
導
・
ご
協

力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
新
年
の
ご
挨

拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

私
学
の
価
値
と
役
割
を
再
認
識
し
再
構
築
す
る
と
き

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団

理
事
長
　
福ふ

く

原は
ら

　
紀た

だ

彦ひ
こ

年年

頭頭

所所

感感
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助
成
業
務

助
成
業
務

　

受
配
者
指
定
寄
付
金
制
度
に
つ
い
て
、
寄

付
金
課
に
寄
せ
ら
れ
る
よ
く
あ
る
ご
質
問
を

Ｑ
＆
Ａ
形
式
で
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
制
度
を�

ご
利
用
の
学
校
法
人
は
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

◆
制
度
の
利
用

　

�　
　

制
度
の
利
用
に
当
た
り
（
募
金
）
期

間
の
制
限
は
あ
り
ま
す
か
。

　

�　
　

募
金
期
間
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

継
続
的
に
制
度
の
利
用
が
可
能
で
す
。
な

お
、
前
回
の
利
用
か
ら
複
数
年
空
い
て
い

る
場
合
は
、
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

�　
　

制
度
を
利
用
中
で
す
が
、
こ
の
度
、

新
た
な
募
金
事
業
を
開
始
予
定
で
す
。
事

前
の
申
請
は
必
要
で
す
か
。

　

�　
　

募
金
事
業
の
追
加
・
変
更
に
当
た
り
、

事
前
の
申
請
は
不
要
で
す
。
引
き
続
き
制

度
の
利
用
が
可
能
で
す
。

◆
寄
付
の
受
け
入
れ

　

�　
　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
開
始
に
伴
い
、
寄

付
金
の
振
込
依
頼
書
に
変
更
は
あ
り
ま
す
か
。

　

�　
　

当
面
、
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
手

元
に
あ
る
振
込
依
頼
書
は
引
き
続
き
使
用

で
き
ま
す
。
な
お
、
イ
ン
ボ
イ
ス
に
必
要

な
要
件
は
銀
行
窓
口
で
対
応
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

　

�　
　

受
領
書
の
寄
付
者
名
は
、
社
名
だ
け

で
な
く
部
署
名
や
支
店
名
ま
で
記
載
さ
れ

ま
す
か
。

　

�　
　

受
領
書
の
寄
付
者
名
は
、
通
常
、
社

名
ま
で
と
な
り
ま
す
。
部
署
名
等
ま
で
記

載
が
必
要
な
場
合
は
、
寄
付
者
名
及
び
寄

付
金
額
一
覧
（
様
式
１–

４
）
の
備
考
欄

に
そ
の
旨
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

　
�　

　

公
益
法
人
な
ど
一
般
的
に
納
税
義
務

が
免
除
さ
れ
て
い
る
法
人
か
ら
の
寄
付

は
、
制
度
の
対
象
と
な
り
ま
す
か
。

　

�　
　

法
人
税
の
納
税
が
な
い
法
人
か
ら
の

寄
付
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

寄
付
者
が
収
益
事
業
を
行
っ
て
い
れ
ば
、

対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
寄

付
者
に
法
人
税
の
納
税
有
無
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

　

�　

な
お
、
学
校
法
人
の
収
益
事
業
か
ら
他

の
学
校
法
人
へ
の
寄
付
は
、
私
立
学
校
法

第
61
条
（
収
益
事
業
の
停
止
）
に
抵
触
す

る
恐
れ
が
あ
る
た
め
取
り
扱
い
ま
せ
ん
。

　

�　
　

今
年
度
入
学
し
た
生
徒
の
保
護
者
が

経
営
す
る
企
業
法
人
か
ら
寄
付
の
申
し
出

が
あ
り
ま
し
た
。
制
度
の
対
象
と
な
り
ま

す
か
。

　

�　
　

新
入
生
又
は
そ
の
保
護
者
か
ら
、
入

学
願
書
受
付
の
開
始
日
か
ら
入
学
が
予
定

さ
れ
る
年
の
年
末
ま
で
の
期
間
内
に
納
付

さ
れ
た
寄
付
金
は
、
原
則
と
し
て
「
入
学

Q
１

A
１

Q
２

A
２

Q
３

A
３

Q
４

A
４

Q
５

A
５

Q
６

A
６

受
配
者
指
定
寄
付
金
制
度 

Ｑ
＆
Ａ

助
成
部
　
寄
付
金
課

と
相
当
の
因
果
関
係
の
あ
る
も
の
」
に
該

当
し
、
寄
付
金
控
除
の
対
象
と
な
ら
な
い

も
の
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
受
配
者
指
定

寄
付
金
制
度
で
も
取
り
扱
い
ま
せ
ん
。

　

�　

た
だ
し
、
入
学
決
定
後
に
募
金
の
開
始

が
あ
っ
た
も
の
で
、
新
入
生
以
外
の
者
と

同
一
の
条
件
で
納
付
さ
れ
た
寄
付
金
は
、

例
外
的
に
寄
付
金
控
除
の
適
用
対
象
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
詳
細
は
左
記
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

　

・�

所
得
税
基
本
通
達
78-

２
（
入
学
に
関

し
て
す
る
寄
附
金
の
範
囲
）

　

・�

平
成
10
年
４
月
16
日
付
け
文
高
行
第�

３
６
７
号
「
新
入
生
ま
た
は
そ
の
保
護

者
が
学
校
法
人
に
対
し
て
任
意
に
支
出

す
る
寄
附
金
に
つ
い
て
（
通
知
）」

　

・�

令
和
３
年
６
月
25
日
付
け
３
高
私
行
第

４
号
「
新
入
生
又
は
そ
の
保
護
者
が
学

校
法
人
に
対
し
て
任
意
に
支
出
す
る
寄

附
金
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
に

つ
い
て
（
通
知
）」

　

�　
　

特
定
の
部
活
動
を
指
定
し
た
寄
付
は
、

制
度
の
対
象
と
な
り
ま
す
か
。

　

�　
　

学
校
が
管
理
す
る
経
常
的
経
費
の
範

囲
で
部
活
動
へ
支
出
す
る
も
の
で
あ
れ

ば
、
対
象
と
な
り
ま
す
。
学
校
の
支
出
に

な
ら
ず
部
活
動
が
自
由
に
支
出
で
き
る
性

格
の
も
の
は
「
学
校
へ
の
寄
付
」
と
は
見

な
せ
な
い
た
め
、
取
り
扱
い
ま
せ
ん
。

　

�　

な
お
、
部
活
動
の
選
手
な
ど
特
定
の
個

人
を
指
定
し
た
寄
付
は
、
個
人
の
所
得
と

み
な
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

◆
提
出
書
類

　

�　
　

提
出
書
類
に
押
印
は
必
要
で
す
か
。

　

�　
　

３
年
６
月
よ
り
、
関
係
書
類
の
押
印

は
不
要
と
し
て
い
ま
す
。

　

�　
　

寄
付
申
込
書
（
様
式
１-

１
）
に
事
業

団
の
前
理
事
長
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
差
し
替
え
は
必
要
で
す
か
。

　

�　
　

当
面
は
前
理
事
長
の
氏
名
が
記
載
さ

れ
た
ま
ま
で
も
有
効
で
差
し
替
え
不
要
で

す
。
ま
た
、
４
年
６
月
よ
り
、
様
式
か
ら

事
業
団
理
事
長
の
氏
名
を
省
略
し
ま
し
た�

の
で
、順
次
切
り
替
え
て
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　

制
度
の
詳
細
は
、
私
学
事
業
団
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
〔
助
成
業
務
の
ご
案
内
▼
受
配
者
指

定
寄
付
金
▼
受
配
者
指
定
寄
付
金
「
寄
付
金

事
務
の
手
引
」〕
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
今
回
ご
紹
介
し
た
よ
く
あ
る
ご
質

問
の
ほ
か
、「
寄
付
金
事
務
の
手
引
」
50
〜

58
頁
に
Ｑ
＆
Ａ
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
併
せ

て
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

寄
付
金
事
務
の
手
引

https://w
w
w
.shigaku.go.jp/

s_kihu_gaiyo.htm

Q
７

A
７

Q
８

A
８

Q
９

A
９

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

助
成
部　

寄
付
金
課

☎
０
３（
３
２
３
０
）７
３
１
７
・
７
３
１
８

Ｅ
メ
ー
ル　

kifukin@
shigaku.go.jp
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◆
沿
革
と
建
学
の
精
神

　

佐
賀
藩
の
軍
人
で
あ
っ
た
創
立
者
古
賀
喜

三
郎
は
36
歳
の
時
に
北
米
へ
の
遠
洋
航
海
に

従
事
し
た
の
を
期
に
世
界
に
目
が
開
か
れ
、

当
時
の
藩
閥
意
識
の
強
い
時
代
に
日
本
を
国

家
と
し
て
意
識
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
世
界
の
列
強
に
伍ご

し
て
発
展
し

て
ゆ
く
に
は
、
軍
艦
を
造
る
ば
か
り
で
は
な

く
、
人
材
の
育
成
が
急
務
で
あ
る
と
の
強
い

認
識
を
持
ち
ま
し
た
。

　

海
軍
を
退
役
し
、
20
世
紀
を
目
前
に
し
た

明
治
24
年
に
「
海
城
中
学
高
等
学
校
」
の
前

身
で
あ
る「
海
軍
予
備
校
」を
設
立
し
ま
し
た
。

　
「
国
家
・
社
会
に
有
為
な
人
材
を
育
成
す

る
」
と
い
う
建
学
の
精
神
は
当
時
海
軍
の
分

野
で
の
人
材
育
成
を
目
指
し
た
の
で
し
ょ
う

が
、
彼
の
本
当
の
目
標
は
よ
り
広
く
次
の
時

代
の
日
本
を
担
う
べ
き
優
秀
な
人
材
を
育
成

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
の
で
す
。

　

こ
の
精
神
は
、
時
代
に
即
し
て
具
現
化
さ�

れ
今
日
ま
で
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
お
り
ま
す
。

◆
教
育
目
的

　

創
立
以
来
１
３
２
年
を
経
た
現
在
の
海
城

中
学
高
等
学
校
は
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
生
徒

の
自
主
性
を
重
ん
じ
る
リ
ベ
ラ
ル
な
学
校
へ

学
校
法
人
海
城
学
園

海
城
中
学
高
等
学
校
　
理
事
長
　
古
賀 

喜
博

連 載 � 　
魅
力
あ
ふ
れ
る
学
校
づ
く
り
を
目
指
し
て

未
来
の
地
球
を
安
心
し
て
託
せ
る
人
材
を
育
成
す
る

　
『
と
も
に
歩
も
う
。
君
の
未
来
の
た
め
に
。

未
来
を
生
き
る
た
め
に
必
要
な
力
と
は
何
だ

ろ
う
。
そ
れ
を
学
ぶ
に
は
ど
ん
な
教
育
が
必

要
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
い
つ
も
考
え
て
い
ま

す
。
未
来
に
向
け
て
一
生
懸
命
努
力
す
る
君

た
ち
と
、
と
も
に
考
え
、
悩
み
、
感
動
し
な

が
ら
歩
い
て
行
く
。
知
識
を
伝
え
、
学
力
を

伸
ば
す
だ
け
で
な
く
、
生
徒
と
一
緒
に
明
日

を
見
つ
め
、
い
つ
も
彼
ら
を
応
援
す
る
。
そ

れ
が
海
城
学
園
の
教
育
で
す
。』

　

中
学
高
校
の
６
年
間
は
、
比
較
的
同
じ
価

値
観
や
目
的
意
識
を
持
っ
た
集
団
の
中
で
過

ご
し
ま
す
が
、
や
が
て
高
等
教
育
の
場
か
ら

社
会
へ
と
歩
み
を
進
め
る
と
、
多
様
な
価
値

観
を
持
っ
た
人
た
ち
の
中
で
生
き
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

そ
の
時
に
「
フ
ェ
ア
ー
な
精
神
」
に
基
づ

く
的
確
な
判
断
と
公
正
な
態
度
、
そ
し
て
他

人
へ
の
「
思
い
や
り
の
心
」
や
他
人
を
理
解

す
る
力
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、「
民

主
主
義
を
守
る
意
思
」
を
持
っ
て
自
由
と
平

等
の
原
理
を
厳
守
し
、
互
い
を
認
め
な
が
ら

自
分
の
力
を
最
大
限
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す

る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
一
人
ひ
と
り
が
「
フ
ェ
ア
ー
な

精
神
」
を
持
ち
「
思
い
や
り
の
心
」
を
大
切

に
し
「
民
主
主
義
を
守
る
意
思
」
を
守
っ
て

も
、
そ
れ
を
相
手
に
伝
え
共
に
歩
む
た
め
に

は
、
さ
ら
に
「
明
確
に
意
思
を
伝
え
る
能
力
」

も
必
要
に
な
り
ま
す
。
こ
の
教
育
の
目
的
を

生
徒
と
一
緒
に
追
求
す
る
、
こ
れ
が
海
城
学

園
の
教
育
の
原
点
で
す
。

◆
教
育
目
的
達
成
の
た
め
に

　

高
い
知
識
と
教
養
を
身
に
つ
け
る
と
同
時

に
、
こ
の
よ
う
な
教
育
目
的
を
達
成
す
る
た

め
、
次
の
こ
と
も
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

　

グ
ル
ー
プ
で
課
題
を
解
決
し
な
が
ら
人
間

関
係
を
構
築
す
る
能
力
を
学
ぶ
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
・
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
や
、
演
劇
的
手
法
を

用
い
て
人
間
関
係
や
創
造
性
を
じ
っ
く
り
と

育
む
ド
ラ
マ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
テ
ー

マ
を
持
っ
た
修
学
旅
行
、
宿
泊
研
修
、
生
徒

が
主
体
的
に
計
画
運
営
す
る
学
園
祭
や
運
動

会
、
ス
ポ
ー
ツ
大
会
な
ど
で
、
よ
り
深
い
学

び
や
正
し
い
生
活
態
度
を
身
に
つ
け
て
い
き

ま
す
。
そ
し
て
海
外
へ
の
研
修
、
長
期
・
短

期
の
海
外
留
学
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
り
異

文
化
理
解
や
広
い
世
界
観
を
身
に
つ
け
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。

と
進
化
成
長
し
て
い
ま
す
。

　

海
城
学
園
の
教
育
目
的
は「
新
し
い
紳
士
」

の
育
成
で
す
。「
新
し
い
紳
士
」と
は
、「
フ
ェ

ア
ー
な
精
神
」
で
物
事
を
判
断
し
「
思
い
や

り
の
心
」
で
人
に
接
す
る
、「
民
主
主
義
を

守
る
意
思
」
を
強
く
持
ち
「
明
確
に
意
思
を

伝
え
る
能
力
」
に
溢
れ
て
い
る
人
間
で
す
。

で
は
こ
の
よ
う
な
人
物
を
育
成
す
る
た
め

に
、
教
職
員
は
ど
の
よ
う
な
心
構
え
で
生
徒

と
毎
日
を
送
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

の
答
え
は
学
校
案
内
に
あ
り
ま
す
。

ガラス・風力・太陽光発電

プロジェクト・アドベンチャー
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助
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務

◇
◇
◇
寄
稿
者
紹
介
◇
◇
◇

　

古
賀　

喜
博
（
こ
が　

よ
し
ひ
ろ
）

　

平
成
元
年
６
月
に
理
事
長
に
就
任
し
現
在

に
至
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
培
っ
た
人
間
力
を
生
か

し
て
、
中
学
で
の
社
会
科
総
合
学
習
で
自
ら

設
定
し
た
テ
ー
マ
へ
向
け
て
企
業
や
役
所
に

取
材
に
行
っ
た
り
文
献
を
調
べ
た
り
し
て
、

原
稿
用
紙
30
枚
か
ら
50
枚
の
中
学
卒
業
論
文

を
書
き
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
理
科
で
は
ガ
ラ
ス
発
電
、
風
力
や

太
陽
光
発
電
、地
中
熱
の
利
用
な
ど
省
エ
ネ
・

創
エ
ネ
を
実
現
し
た
新
設
サ
イ
エ
ン
ス
セ
ン

タ
ー
を
活
用
し
て
、
実
験
・
観
察
を
多
く
取

り
入
れ
た
生
徒
参
加
型
の
授
業
や
講
習
が
展

開
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
部
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ

教
育
部
を
立
ち
上
げ
、
生
徒
の
自
主
的
な
活

動・研
究
を
積
極
的
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
毎
日
の
教
育
実
践
を
生
徒
と
家
庭

と
学
校
が
力
を
合
わ
せ
て
続
け
て
い
く
こ
と

が
、私
学
の
魅
力
と
な
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

◆
現
在
の
教
育
環
境

　

知
識
だ
け
な
ら
ば
学
校
に
毎
日
通
学
し
な

く
て
も
獲
得
出
来
る
時
代
が
既
に
や
っ
て
来

て
い
ま
す
。

　

生
徒
が
学
校
を
選
ぶ
時
代
と
言
わ
れ
る
よ

う
に
、教
育
が
単
線
で
は
な
く
、複
線
、複
々

線
と
選
択
肢
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
新
し

い
教
育
の
姿
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

義
務
教
育
に
し
て
も
、
国
が
子
供
達
に
教

育
を
提
供
す
る
義
務
が
あ
る
よ
う
に
、
私
学

に
は
、
入
学
し
た
生
徒
達
に
楽
し
く
有
意
義

な
教
育
と
、
学
ぶ
に
最
適
な
環
境
を
提
供
す

る
義
務
が
あ
る
の
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
は
生
涯
学
ぶ
時
代
、
更
に
は
年

齢
を
超
え
て
互
い
に
学
び
合
う
時
代
と
な
る

で
し
ょ
う
。

　

少
子
化
、
人
口
減
少
の
厳
し
い
環
境
に
あ

り
ま
す
が
、
私
学
は
公
立
に
な
い
魅
力
を
一

校
一
校
の
努
力
に
よ
り
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

◆
更
な
る
魅
力
を
求
め
て

　

教
育
は
生
き
物
、
学
校
も
生
き
物
で
あ
り
、

更
に
魅
力
的
な
学
校
を
目
指
し
て
い
く
た
め

に
は
常
に
成
長
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

し
ょ
う
。

　

私
立
学
校
は
、
そ
れ
ぞ
れ
良
い
学
校
に
な

る
た
め
に
努
力
し
て
い
ま
す
が
、
今
ま
で
は

比
較
的
閉
じ
た
組
織
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

も
っ
と
他
校
や
社
会
の
多
彩
な
組
織
や

人
々
に
学
校
を
開
き
、
協
力
・
連
携
し
て
い

く
こ
と
が
、
よ
り
高
度
な
教
育
の
実
現
や
、

生
徒
が
社
会
の
多
様
性
を
識し

る
機
会
に
も
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
学
年
の
枠
を
越
え
た
学
習
も
有
効

で
し
ょ
う
し
、
校
内
に
国
籍
を
越
え
、
年
齢

を
越
え
た
交
流
が
活
発
化
し
た
ら
、
一
段
の

魅
力
の
創
出
に
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
先
に
は
、
学
校
と
生
徒
の
間
に
双
方
向

の
向
上
心
が
生
ま
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

生
徒
の
若
々
し
い
感
性
は
貴
重
で
す
。
例

え
ば
、校
舎
建
設
や
施
設
設
備
に
つ
い
て
も
、

生
徒
の
若
い
感
性
や
気
付
き
を
積
極
的
に
取

り
入
れ
て
い
く
、
行
事
や
諸
活
動
に
お
い
て

も
今
以
上
に
生
徒
と
の
共
同
作
業
を
し
て
い

く
こ
と
が
、
学
校
の
活
性
化
と
な
り
、
新
た

な
魅
力
を
生
み
出
す
の
で
す
。

　

従
来
の
学
校
教
育
は
、
教
師
が
生
徒
に
正

し
い
と
確
定
し
た
こ
と
を
教
え
て
い
く
と
い

う
一
方
通
行
が
基
本
で
し
た
。
し
か
し
海
城

学
園
で
は
、
そ
れ
と
同
時
に
生
徒
と
共
に
未

来
に
向
か
っ
て
、
何
が
正
し
い
か
を
探
究
し

て
い
く
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
常

に
時
代
の
一
歩
前
を
進
み
、
リ
ス
ク
を
背
負

い
な
が
ら
も
挑
戦
を
続
け
て
い
る
と
言
っ
て

も
良
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
は
知
識
を
教
え
る
だ
け
で
は
な

く
、
も
っ
と
大
切
な
人
間
の
根
幹
を
磨
く
教

育
、
つ
ま
り
本
物
の
教
育
が
求
め
ら
れ
る
で

し
ょ
う
。
従
来
の
美
術
や
音
楽
か
ら
、
も
っ

と
広
く
演
劇
や
詩
歌
な
ど
人
間
の
感
性
を
深

く
磨
く
芸
術
科
、
教
室
の
座
学
か
ら
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
へ
と
展
開
さ
れ
る
社
会
科
、
実

験
室
を
飛
び
出
し
て
本
物
を
学
ぶ
理
科
、
そ

し
て
人
間
の
根
本
を
理
解
し
て
い
く
保
健
体

育
科
が
い
っ
そ
う
重
要
度
を
増
す
で
し
ょ
う
。

教
科
書
中
心
の
学
び
か
ら
、
本
物
を
学
ぶ
方

向
へ
の
変
化
で
す
。

　

す
べ
て
の
教
科
に
優
れ
て
い
な
く
て
も
、

尖
っ
て
優
れ
た
も
の
を
持
っ
た
生
徒
が
活
躍

し
、
生
徒
一
人
ひ
と
り
の
居
場
所
が
あ
る
学

校
が
、
魅
力
あ
る
学
校
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
教
育
活
動
を
通
じ
て
、
海
城

中
学
高
等
学
校
は
「
未
来
の
地
球
を
安
心
し

て
託
せ
る
若
者
」
を
育
成
し
て
い
ま
す
。

ドラマ・エデュケーション

イギリス研修　オックスフォード大学
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助
成
業
務

令
和
５
年
度　
私
学
ス
タ
ッ
フ
セ
ミ
ナ
ー
の
報
告

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー
　
私
学
情
報
室

　

私
学
事
業
団
で
は
、
将
来
、
学
校
経
営
を

担
う
若
手
職
員
を
対
象
に
、
学
校
法
人
経
営

や
高
等
教
育
政
策
の
諸
課
題
に
つ
い
て
の
実

践
的
な
知
識
及
び
柔
軟
な
思
考
力
を
修
得

し
、
大
学
改
革
に
向
け
た
意
識
を
高
め
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、「
私
学
ス
タ
ッ
フ
セ
ミ

ナ
ー
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
京
都
会
場
、
仙
台
会
場
合
わ
せ

て
46
法
人
46
名
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

【
セ
ミ
ナ
ー
の
特
長
】

①
４
人
１
組
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
が
中
心

②
課
題
に
取
り
組
み
、
グ
ル
ー
プ
発
表
を
行
う

③
同
世
代
の
職
員
と
語
り
合
う

④�

基
礎
的
な
知
識
（
私
立
大
学
等
の
現
状
、

学
校
法
人
会
計
、
財
務
分
析
等
）
を
短
期

間
に
修
得
す
る

⑤
講
師
と
率
直
な
意
見
交
換
を
す
る

　

今
回
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
は
、「
学
校
法

人
の
中
長
期
経
営
計
画
の
作
成
」
を
テ
ー
マ

に
、
架
空
の
学
校
法
人
の
現
状
を
分
析
し
、

中
長
期
経
営
計
画
を
作
成
す
る
実
践
力
を
養

う
こ
と
を
目
的
と
し
ま
し
た
。

　

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
は
、
中
長
期
経
営
計

画
の
進
捗
や
学
生
数
や
財
務
等
の
現
状
を
基

に
、
学
校
法
人
の
経
営
者
側
の
視
点
に
立
っ

て
経
営
・
財
務
・
教
学
等
の
幅
広
い
知
識
を

活
用
し
た
多
角
的
考
察
を
行
い
、
根
拠
に
基

づ
い
た
次
期
中
長
期
経
営
計
画
を
作
成
し
ま

し
た
。
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
一
職

員
の
業
務
の
視
点
だ
け
に
捉
わ
れ
ず
、
大
学

が
永
続
的
に
教
育
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
広
い

視
野
で
経
営
方
針
を
立
て
る
こ
と
を
意
識
し

て
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

最
終
日
に
は
グ
ル
ー
プ
発
表
と
し
て
、
作

成
し
た
中
長
期
経
営
計
画
を
理
事
会
で
報
告

す
る
こ
と
を
想
定
し
た
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
を
行
い
ま
し
た
。

　

以
下
、
セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

・�

今
ま
で
い
か
に
自
分
が
所
属
す
る
部
署
の

業
務
の
み
に
取
り
組
む
だ
け
で
、
大
学
の

経
営
に
目
を
向
け
て
い
な
か
っ
た
か
を
痛

感
し
ま
し
た
。

・�

他
大
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
門
の
参
加
者
が

い
る
の
で
、
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
の
多

さ
を
再
確
認
で
き
ま
し
た
。

・�

本
学
で
は
同
年
代
の
職
員
が
居
な
い
の

で
、
今
回
同
年
代
の
方
々
と
意
見
を
交
換

し
合
え
た
こ
と
が
新
鮮
で
し
た
。
共
に
仕

事
を
す
る
仲
間
と
の
雰
囲
気
を
良
好
に
す

る
こ
と
、
作
り
上
げ
る
こ
と
の
大
切
さ
を

学
び
ま
し
た
。

・�

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に
お
い
て
、
意
見
が
異

な
っ
て
も
議
論
を
前
に
進
め
る
大
切
さ
な

ど
を
学
び
ま
し
た
。
帰
任
後
、
自
法
人
で

も
こ
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
行
い

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

本
セ
ミ
ナ
ー
が
参
加
者
に
と
っ
て
有
意
義

で
あ
り
、
職
員
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
機

会
と
な
っ
た
こ
と
が
伝
わ
り
ま
す
。

　

本
事
業
団
で
は
、
来
年
度
に
お
い
て
も
引

き
続
き
職
員
の
能
力
開
発
に
貢
献
し
て
参
り

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

私
学
情
報
室

☎
０
３
（
３
２
３
０
）
７
８
４
９
・
７
８
５
０

Ｅ
メ
ー
ル　

center@
shigaku.go.jp

グループワーク（京都会場）

○○１日目

時間 内　容　等

13：00 ～ 開会・アイスブレイク
13：45 ～ 講演「私立大学等の現状について」� 私学経営情報センター職員
14：40 ～ 講演「学校法人会計基準」� 私学経営情報センター職員
15：35 ～ 講演「財務分析と経営計画」� 私学経営情報センター職員
16：30 ～ 講演「大学職員の役割について　～中期計画（戦略）の実現に向けて～」

講師：西　弘美氏（学校法人瀬木学園　事務局長）
19：30 ～ 終了

○○２日目

時間 内　容　等

 8：35 ～ グループワークについての説明・グループワークⅠ（SWOT分析、発表）
12：50 ～ グループワークⅡ（中長期計画等の立案）
18：35 ～ グループワークⅢ（発表準備）
20：00 ～ 終了

○○３日目

時間 内　容　等

 8：35 ～ グループ発表
11：50 ～ 修了証書授与・表彰・講評・閉会
12：30 ～ 終了

日程・場所：令和５年９月20日（水）～22日（金）京都ガーデンパレス
　　　　　　令和５年10月25日（水）～27日（金）仙台ガーデンパレス
対象：�令和５年４月１日時点で、33歳以下かつ学校法人での経験年数が３年以上の

大学・短期大学又は高等専門学校職員
参加：京都会場23名　仙台会場23名

◆私学スタッフセミナー（２泊３日合宿形式）
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共
済
業
務

　

私
学
事
業
団
で
は
、
年
一
回
、
か
か
っ
た

医
療
費
の
総
額
等
を
記
載
し
た
「
医
療
費
の

お
知
ら
せ
」
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
加
入
者
が
健
康
保
険
制
度
に
対
す
る
理

解
と
健
康
に
対
す
る
関
心
を
高
め
る
こ
と
に

よ
り
、
医
療
費
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
確
定
申
告
の

際
に
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
の
添
付
書

類
と
し
て
使
用
で
き
ま
す
。

送
付
対
象
と
な
る
人

　

令
和
４
年
11
月
～
５
年
10
月
に
医
療
機
関

等
を
受
診
し
た
加
入
者
及
び
被
扶
養
者
で
、

５
年
12
月
21
日
現
在
で
加
入
者
又
は
被
扶
養�

者
で
あ
る
人（
任
意
継
続
加
入
者
を
含
み
ま
す
）

送
付
先
等

　
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
は
加
入
者
と
被

扶
養
者
分
を
併
せ
て
作
成
し
て
い
ま
す
。

◆
加
入
者

�　

親
展
扱
い
で
所
属
す
る
学
校
法
人
等
へ
送

付
し
ま
す
の
で
、
対
象
の
加
入
者
に
配
付
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
任
意
継
続
加
入
者

　

親
展
扱
い
で
届
け
出
住
所
宛
て
に
送
付
し

ま
す
。

◆
資
格
喪
失
者

　

５
年
12
月
21
日
（
対
象
者
の
抽
出
日
）
前

に
退
職
（
資
格
喪
失
）
し
た
加
入
者
分
は
、

本
人
か
ら
の
申
し
出
に
よ
り
自
宅
住
所
宛
て

に
送
付
し
ま
す
の
で
、
次
の
問
い
合
わ
せ
先

を
案
内
し
て
く
だ
さ
い
。

送
付
時
期

　

６
年
２
月
上
旬

確
定
申
告
に
使
用
す
る
際
の
留
意
点

◦�

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」は
５
年
12
月
ま
で

に
本
事
業
団
で
受
け
付
け
た
診
療
報
酬
明

細
書
（
４
年
11
月
～
５
年
10
月
診
療
分
）

を
基
に
作
成
し
て
い
ま
す
。
５
年
11
月
・

12
月
診
療
分
の
医
療
費
は
記
載
し
て
い
ま

せ
ん
の
で
、
当
該
診
療
分
は
、
領
収
書
を

使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

◦�

市
区
町
村
等
の
公
費
助
成
を
受
け
た
等
、

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
に
記
載
さ
れ
て

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０
（
７
０
２
）
０
５
７

　
　

６
年
２
月
１
日
〜
３
月
31
日

　
　

平
日　

９
時
15
分
〜
17
時
15
分

開設期間

い
る
金
額
と
実
際
に
支
払
っ
た
自
己
負
担

額
が
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
確

定
申
告
の
際
は
、
領
収
書
を
使
用
し
て
実

際
に
負
担
し
た
額
に
訂
正
し
て
く
だ
さ
い
。

◦�

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
に
は
、
本
事
業

団
か
ら
給
付
し
た
高
額
療
養
費
や
一
部
負

担
金
払
戻
金
等
の
情
報
が
含
ま
れ
て
い
ま

せ
ん
の
で
、「
給
付
金
等
決
定
・
送
金
通

知
書
」
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

◦�

療
養
費
、
柔
道
整
復
施
術
療
養
費
、
は�

り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
等
の
療
養
費
、

治
療
用
装
具
の
療
養
費
等
は
「
医
療
費
の

お
知
ら
せ
」に
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、

領
収
書
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

◦�

医
療
機
関
等
に
よ
る
診
療
報
酬
明
細
書
の

遅
れ
に
よ
り
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
に

反
映
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
領
収
書
を

使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

◦�

確
定
申
告（
医
療
費
控
除
）の
手
続
き
に
関

し
て
は
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
又
は

お
近
く
の
税
務
署
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

令
和
６
年
３
月
以
降
、
戸
籍
に
関
す
る
情

報
に
つ
い
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
よ
る
他
機

関
と
の
情
報
連
携
を
利
用
し
た
確
認
事
務
の

試
行
運
用
を
開
始
し
ま
す
。

　

被
扶
養
者
の
認
定
申
請
や
年
金
の
請
求
時

な
ど
に
情
報
連
携
に
よ
り
必
要
な
情
報
が
確

認
で
き
る
場
合
は
、戸
籍
謄
（
抄
）
本
（
※
）

の
添
付
が
省
略
可
能
と
な
り
ま
す
。た
だ
し
、

情
報
連
携
で
得
た
情
報
が
添
付
書
類
の
内
容

と
違
い
が
な
い
か
等
を
確
認
す
る
必
要
が
あ

る
た
め
、
試
行
運
用
期
間
中
は
従
来
ど
お
り

の
添
付
書
類
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

試
行
運
用
か
ら
本
格
運
用
へ
の
移
行
時
期

や
、
本
格
運
用
の
対
象
と
な
る
事
務
手
続
き

等
に
つ
い
て
は
、
別
途
、
本
誌
又
は
私
学
共

済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※�

被
扶
養
者
の
認
定
申
請
に
関
し
て
は
加
入

者
と
同
居
し
て
い
る
実
子
（
養
子
縁
組
を

し
て
い
る
子
を
含
み
ま
す
）、
配
偶
者
、

両
親
の
場
合
に
限
り
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
正
確
に
把
握
す
る
た

め
、
令
和
５
年
９
月
29
日
付
で
私
立
学
校
教

職
員
共
済
法
施
行
規
則
等
が
改
正
さ
れ
、
年

金
請
求
時
に
、
年
金
請
求
書
へ
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
及
び
基
礎
年
金
番
号
の
両
方
を
記
載
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
年
金
請

求
手
続
き
等
で
必
要
な
住
民
票
な
ど
の
添
付

書
類
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）。

　

詳
細
は
、
５
年
10
月
17
日
に
私
学
共
済

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
私
学
共
済
事
業
の
ご
案
内

▼
お
知
ら
せ
一
覧
〕に
掲
載
し
ま
し
た
の
で
、

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

企
画
室

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
情
報
連
携
に
お
け
る

戸
籍
謄（
抄
）本
の
添
付
省
略

（
試
行
運
用
）の
開
始

年
金
部

年
金
請
求
時
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

及
び
基
礎
年
金
番
号
の
記
載

令
和
５
年
分
の
確
定
申
告
に
使
用
で
き
る

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
し
ま
す

業
務
部
　
短
期
給
付
課
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資
格
関
係�

　
　
　

 　
　
　

業
務
部　

資
格
課

　
　
　
　

掛
金
課

資
格
喪
失
報
告
書
の
提
出

◦
加
入
者
が
退
職
し
た
場
合
は
「
資
格
喪
失

報
告
書
DL
」
を
退
職
日
か
ら
10
日
以
内
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
退
職
日
の
翌
日
（
資
格
喪
失
日
）
以
降
、

加
入
者
証
や
加
入
者
被
扶
養
者
証
は
使
用

で
き
ま
せ
ん
。「
資
格
喪
失
報
告
書
DL
」

に
加
入
者
証
や
加
入
者
被
扶
養
者
証
を
添

付
し
て
返
納
し
て
く
だ
さ
い
。
紛
失
等
で

添
付
で
き
な
い
場
合
は
「
加
入
者
証
等
返

納
不
能
届
DL
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
高
齢
受
給
者
証
や
限
度
額
適
用
認
定
証
等

の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
は
併
せ
て
返

納
し
て
く
だ
さ
い
。

注　

事
前
受
付
を
利
用
す
る
場
合
は
、
４
月

１
日
以
降
に
必
ず
回
収
し
て
返
納
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
年
金
等
給
付
加
入
者
記
録
票
の
交
付

　

70
歳
未
満
の
加
入
者
に
は
、
資
格
喪
失
の

確
認
通
知
書
と
と
も
に
「
年
金
等
給
付
加
入

退
職
時
の
手
続
き

　
　
―
資
格
・
短
期
給
付
・
年
金
等
給
付
・
貯
金
事
業
・
貸
付
事
業
―

者
記
録
票
」
を
学
校
法
人
等
宛
て
に
送
付
し

ま
す
。
退
職
し
た
加
入
者
に
必
ず
渡
し
て
く

だ
さ
い
。

　
「
年
金
等
給
付
加
入
者
記
録
票
」
に
は
、

将
来
年
金
を
請
求
す
る
と
き
に
必
要
な
加
入

者
番
号
や
加
入
者
期
間
が
記
載
さ
れ
て
い�

ま
す
。

注　

年
金
等
給
付
の
加
入
者
期
間
は
資
格
喪

失
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
と
な
り
ま
す
。

◆
75
歳
以
上
の
加
入
者
が
退
職
し
た
場
合

　

75
歳
以
上
の
加
入
者
が
退
職
し
た
場
合
も

「
資
格
喪
失
報
告
書
DL
」の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
適
用
と
な
っ
て

い
る
特
定
教
職
員
等
は
、
年
金
等
給
付
・
短

期
給
付
と
も
に
私
学
共
済
制
度
の
適
用
か
ら

外
れ
て
お
り
掛
金
等
の
納
付
対
象
で
は
な
い

た
め
、
資
格
喪
失
の
報
告
漏
れ
が
見
受
け
ら

れ
ま
す
。
忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

任
意
継
続
加
入
を
希
望
す
る
と
き

◆
加
入
の
要
件

　

退
職
の
日
ま
で
引
き
続
き
１
年
と
１
日
以

上
加
入
者
期
間
が
あ
る
こ
と
が
要
件
で
す
。

　

た
だ
し
、
過
去
の
任
意
継
続
加
入
者
で

あ
っ
た
期
間
は
通
算
で
き
ま
せ
ん
。

◆
利
用
で
き
る
事
業

　

次
の
給
付
や
事
業
を
利
用
で
き
ま
す
。

◦
短
期
給
付
事
業

　

�

加
入
者
期
間
中
と
同
様
で
す
。
休
業
給
付

は
、
資
格
喪
失
後
の
傷
病
手
当
金
や
出
産

手
当
金
の
要
件
に
該
当
し
て
い
る
場
合

（
９
頁
参
照
）
を
除
き
請
求
で
き
ま
せ
ん
。

◦
福
祉
事
業

　

�

貸
付
け
と
積
立
貯
金
等
以
外
は
、
利
用
で

き
ま
す
。

注�　

年
金
等
給
付
は
継
続
加
入
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
60
歳
未
満
の
人
に
は
、
国
民
年
金

へ
の
加
入
手
続
き
を
案
内
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
任
意
継
続
加
入
者
に
な
れ
る
期
間

　

最
長
で
２
年
間
で
す
。
た
だ
し
、
75
歳
の

誕
生
日
か
ら
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対

象
と
な
る
た
め
、
２
年
の
満
了
前
で
も
自
動

的
に
資
格
喪
失
し
ま
す
。

◆
任
意
継
続
の
掛
金
額

　

退
職
時
の
標
準
報
酬
月
額
又
は
任
意
継
続

加
入
者
に
か
か
る
標
準
報
酬
月
額
の
上
限
額

（
令
和
６
年
度
は
38
万
円
）
の
う
ち
い
ず
れ

か
少
な
い
額
を
基
準
に
算
出
し
ま
す
。

◆
任
意
継
続
加
入
の
手
続
き

◦
「
任
意
継
続
加
入
者
申
出
書
DL
」
を
退
職

日
か
ら
20
日
以
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
後
日
、加
入
者
の
届
け
出
住
所
宛
て
に「
任

意
継
続
加
入
者
証
」
等
と
「
任
意
継
続
掛

金
納
付
通
知
書
」　
「
任
意
継
続
加
入
者
の

し
お
り
」�「
口
座
振
替
依
頼
書（
３
枚
組
）」

を
送
付
し
ま
す
。

◆
任
意
継
続
掛
金
の
納
付

◦
納
付
通
知
書
に
印
字
し
て
あ
る
期
限
ま
で

に
ゆ
う
ち
ょ
銀
行（
郵
便
局
）Ａ
Ｔ
Ｍ
又
は

窓
口
に
て
必
ず
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
納

期
限
ま
で
に
納
付
し
た
こ
と
が
確
認
で
き

な
い
と
、
任
意
継
続
加
入
者
の
資
格
を
喪

失
又
は
資
格
取
得
が
取
り
消
し
に
な
り
ま
す
。

◦
口
座
振
替
を
希
望
す
る
場
合
は
、「
口
座

振
替
依
頼
書
（
３
枚
組
）」
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
金
融
機
関
の
確
認
印
（
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
及
び
各
種
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
銀

行
は
確
認
印
が
不
要
で
す
）
を
受
け
て
私

学
事
業
団
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
口
座
振
替
が
開
始
と
な
る
月
は
、
手
続
き

完
了
後
に
送
付
す
る
「
任
意
継
続
掛
金
口

座
振
替
開
始
に
つ
い
て
（
連
絡
）」
に
記

載
し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
開
始
月
ま
で

は
、
あ
ら
か
じ
め
送
付
し
た
納
付
通
知
書

で
の
納
付
が
必
要
で
す
。

注　
「
任
意
継
続
加
入
者
申
出
書
DL
」
に
あ

る
「
登
録
口
座
」
欄
は
、
給
付
金
等
の
受

取
先
に
な
り
ま
す
の
で
、
口
座
振
替
を
希

望
す
る
人
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
人
が

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

退
職
後
も
、
次
の
資
格
喪
失
後
の
給
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
他
の

健
康
保
険
制
度
（
国
民
健
康
保
険
を
除
き
ま

す
）
に
本
人
と
し
て
加
入
し
た
場
合
は
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
な
お
、
資
格
喪
失

短
期
給
付
関
係　
業
務
部　
短
期
給
付
課

　

加
入
者
が
退
職
す
る
際
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
続
き
が
必
要
で
す
。
貯
金
事
業
に
は
早
め
に
手

続
き
が
必
要
と
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

〔
私
学
共
済
事
業
の
ご
案
内
▼
お
問
い
合
わ
せ
▼
採
用
時
・
退
職
時
の
手
続
き
▼
退
職
時
の
手
続

き
〕
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

DLマークが付いている用紙は、私学共済ホームページ〔様式用紙等ダウンロード〕からダウンロードできます。
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後
の
給
付
に
付
加
給
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

注　

短
期
給
付
の
請
求
の
時
効
は
２
年
で
す
。

資
格
喪
失
後
の
出
産
費

◆
支
給
の
要
件

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
加
入
者

で
あ
っ
た
人
が
、
資
格
喪
失
後
６
か
月
以
内

に
出
産
し
た
場
合
、
次
の
①
又
は
②
の
と
お

り
資
格
喪
失
後
の
出
産
費
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
資
格
喪
失
後
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

た
場
合
は
、
私
学
共
済
制
度
の
資
格
喪
失

後
の
出
産
費
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

②
資
格
喪
失
後
、
被
扶
養
者
に
な
っ
た
場
合

は
、
家
族
出
産
費
（
又
は
家
族
出
産
育
児

一
時
金
）
を
受
け
る
か
、
私
学
共
済
制
度

の
資
格
喪
失
後
の
出
産
費
を
受
け
る
か
、

ど
ち
ら
か
一
方
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
請
求
手
続
き

◦�

加
入
者
期
間
中
と
同
様
で
す
。
た
だ
し
、

学
校
法
人
等
を
通
し
て
手
続
き
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

◦
「
直
接
支
払
制
度
」
を
利
用
す
る
場
合
は
、

「
私
学
事
業
団
の
資
格
喪
失
後
の
出
産
費

を
受
け
る
権
利
が
あ
る
旨
」
の
証
明
書
を

医
療
機
関
等
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
出
産
前
に
「
資
格
喪
失
後
出
産
費
の

受
給
資
格
証
明
書
発
行
依
頼
書
DL
」
で
証

明
書
の
発
行
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
私
学
共
済
制
度
の
資
格
喪
失
後
の
出
産
費

を
受
け
、
引
き
続
き
養
育
す
る
場
合
は
、

出
産
祝
品
が
贈
呈
さ
れ
ま
す
。
請
求
手
続

き
は
不
要
で
す
。

資
格
喪
失
後
の
出
産
手
当
金

◆
支
給
の
要
件

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
加
入
者

で
あ
っ
た
人
が
、
次
の
①
又
は
②
に
該
当
す

る
場
合
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
退
職
時
に
出
産
手
当
金
を
受
け
て
い
た
場
合

②
在
職
中
に
出
産
手
当
金
を
受
け
る
要
件
を

満
た
し
て
い
な
が
ら
給
付
額
以
上
の
報
酬

が
支
払
わ
れ
て
い
た
た
め
出
産
手
当
金
を

受
け
て
い
な
か
っ
た
場
合

注�　

在
職
中
に
休
業
（
欠
勤
）
せ
ず
勤
務
し

て
い
た
場
合
は
、
資
格
喪
失
後
の
出
産
手

当
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

◆
支
給
期
間

　

出
産
日
以
前
42
日
か
ら
出
産
日
後
56
日
ま

で
の
間
継
続
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

◆
請
求
手
続
き

　

加
入
者
期
間
中
と
同
じ
で
す
。
必
ず
学
校

法
人
等
を
通
し
て
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

資
格
喪
失
後
の
傷
病
手
当
金

◆
支
給
の
要
件

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
加
入
者

で
あ
っ
た
人
が
、
次
の
①
又
は
②
に
該
当
す

る
場
合
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
退
職
時
に
傷
病
手
当
金
を
受
け
て
お
り
、

退
職
後
も
労
働
能
力
が
回
復
せ
ず
療
養
し

て
い
る
場
合

②
在
職
中
に
傷
病
手
当
金
を
受
け
る
要
件
を

満
た
し
て
い
な
が
ら
、
傷
病
手
当
金
の
給

付
額
以
上
の
報
酬
が
支
払
わ
れ
た
た
め
傷

病
手
当
金
を
受
け
て
お
ら
ず
退
職
後
も
労

働
能
力
が
回
復
せ
ず
療
養
し
て
い
る
場
合

◆
支
給
期
間

◦
支
給
を
開
始
し
た
日
か
ら
１
年
６
か
月
を

限
度
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

◦
退
職
時
に
傷
病
手
当
金
を
受
け
て
い
た
場

合
は
、
支
給
期
間
の
残
期
間
に
つ
い
て
継

続
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

◆
支
給
対
象
外

◦
雇
用
保
険
の
基
本
手
当
を
受
け
る
た
め
に

求
職
の
申
し
込
み
を
し
た
場
合
は
、
傷
病

手
当
金
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

◦
傷
病
手
当
金
と
同
一
の
傷
病
に
よ
る
障
害

給
付
（
年
金
又
は
一
時
金
）
及
び
老
齢
・

退
職
の
年
金
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
傷

病
手
当
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。た
だ
し
、

支
給
さ
れ
る
年
金
の
日
額
が
傷
病
手
当
金

の
日
額
を
下
回
る
場
合
は
、
そ
の
差
額
が

傷
病
手
当
金
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

◆
請
求
手
続
き

◦
加
入
者
期
間
中
と
同
じ
で
す
。
た
だ
し
、

学
校
法
人
等
を
通
す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◦
支
給
の
要
件
②
の
場
合
、
初
回
は
必
ず
学

校
法
人
等
を
通
し
て
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

資
格
喪
失
後
の
埋
葬
料

◆
支
給
の
要
件

　

加
入
者
が
退
職
後
３
か
月
以
内
に
死
亡
し

た
場
合

◆
請
求
手
続
き

◦�

加
入
者
期
間
中
と
同
じ
で
す
。
た
だ
し
、

学
校
法
人
等
を
通
す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

老
齢
・
退
職
の
年
金
の
決
定
を�

受
け
て
い
な
い
人
が
退
職
し
た
場
合

　

老
齢
・
退
職
の
年
金
（
新
３
階
年
金
を
除

き
ま
す
）
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
次
の
受

給
要
件
①
〜
③
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

◆
受
給
要
件

①�

生
年
月
日
に
応
じ
て
左
表
の
年
齢
に
達
し

て
い
る
こ
と

②�

公
的
年
金
制
度
の
保
険
料
納
付
済
期
間
、

国
民
年
金
の
保
険
料
免
除
期
間
及
び
合
算

対
象
期
間
の
合
計
が
10
年
（
※
）
以
上
あ

る
こ
と

※�

受
給
資
格
期
間
は
、
平
成
29
年
8
月
に
原

則
25
年
か
ら
10
年
に
短
縮
さ
れ
ま
し
た
。

③�

65
歳
未
満
の
場
合
、
厚
生
年
金
被
保
険
者

期
間
（
私
学
共
済
・
一
般
厚
生
年
金
・
公

務
員
共
済
の
加
入
期
間
）
の
合
計
が
１
年

以
上
あ
る
こ
と
（
65
歳
以
上
の
場
合
、
こ

の
要
件
は
不
要
で
す
）

　
年
金
等
給
付
関
係　
年
金
部 

年
金
第
一
課

表　支給開始年齢
生年月日 年齢

昭和28年4月1日以前 60歳
昭和28年4月2日
� ～30年4月1日 61歳

昭和30年4月2日
� ～32年4月1日 62歳

昭和32年4月2日
� ～34年4月1日 63歳

昭和34年4月2日
� ～36年4月1日 64歳

昭和36年4月2日以後 65歳
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◆
請
求
手
続
き

　

在
職
中
に
支
給
開
始
年
齢
に
到
達
又
は
支

給
開
始
年
齢
到
達
後
に
加
入
者
期
間
が
１
年

以
上
に
な
っ
た
人
に
は
、
本
事
業
団
か
ら
学

校
法
人
等
宛
て
に
請
求
手
続
き
の
案
内
を
送

付
し
て
い
ま
す
。
未
請
求
の
場
合
は
、
速
や

か
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◦�

昭
和
36
年
4
月
1
日
以
前
生
ま
れ
の
人
で

支
給
開
始
年
齢
到
達
に
よ
り
年
金
の
受
給

権
が
発
生
す
る
場
合
は
、
支
給
開
始
年
齢

が
同
時
期
の
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
機
関

の
中
で
最
後
に
加
入
し
た
実
施
機
関
か

ら
、
受
給
権
発
生
の
３
か
月
前
に
請
求
手

続
き
の
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

注�

１　

外
国
に
居
住
し
て
い
る
人
に
は
、
請

求
案
内
が
で
き
ま
せ
ん
。
請
求
時
期
に
な

り
ま
し
た
ら
、
本
人
か
ら
本
事
業
団
に
連

絡
す
る
よ
う
案
内
し
て
く
だ
さ
い
。

注�

２　

年
金
請
求
の
時
効
は
５
年
で
す
。
５

年
を
過
ぎ
る
と
給
付
を
受
け
ら
れ
な
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

老
齢
・
退
職
の
年
金
の
決
定
を�

受
け
て
い
る
人
が
退
職
し
た
場
合

　

す
で
に
本
事
業
団
か
ら
老
齢
厚
生
年
金
の

決
定
を
受
け
て
い
る
た
め
、
退
職
に
よ
る
手

続
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。
年
金
額
は
資
格
喪
失

日
か
ら
１
か
月
経
過
後
に
自
動
的
に
改
定
し
、

本
人
宛
て
に
通
知
し
ま
す
。

◆
繰
下
げ
待
機
し
て
い
る
人

　

老
齢
厚
生
年
金
を
繰
下
げ
待
機
し
て
い
る

人
は
、
退
職
し
て
も
自
動
的
に
支
給
開
始
に

は
な
り
ま
せ
ん
。

　

本
人
が
受
給
開
始
を
希
望
す
る
月
の
前
月

に
繰
下
げ
請
求
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
私
学
以
外
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受

給
権
が
あ
る
場
合
は
、
す
べ
て
同
時
に
繰
下

げ
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◦
繰
下
げ
待
機
し
て
い
た
年
金
は
、
繰
下
げ

請
求
せ
ず
に
65
歳
の
時
点
に
遡
っ
て
請
求

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
繰

下
げ
に
よ
る
増
額
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

私
学
以
外
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
が

あ
る
場
合
は
、
す
べ
て
同
時
に
65
歳
時
点

に
遡
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◦
繰
下
げ
請
求
と
65
歳
に
遡
っ
て
の
請
求
は
、

ど
ち
ら
も
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
に
よ

る
手
続
き
の
対
象
で
す
。

◦
繰
下
げ
請
求
に
つ
い
て
ご
不
明
な
場
合
は

本
事
業
団
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
繰
下
げ
に
関
す
る
請
求
書
は
私
学

共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
様
式
用
紙
等
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
〕
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

◆
70
歳
の
「
み
な
し
退
職
」
後
、
実
際
に
退

職
し
た
人

　

資
格
喪
失
を
確
認
後
、
自
動
的
に
在
職
中

の
支
給
停
止
を
解
除
し
、
本
人
宛
て
に
通
知

し
ま
す
。

退
職
年
金
（
新
３
階
年
金
）
の
請
求

　

退
職
年
金
は
平
成
27
年
10
月
以
降
の
加
入

者
期
間
を
有
し
て
い
る
人
が
対
象
と
な
り
、

次
の
受
給
要
件
①
〜
③
の
す
べ
て
に
該
当
し

た
と
き
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
受
給
要
件

①�

引
き
続
く
１
年
以
上
の
加
入
者
期
間
が
あ

る
こ
と
（
平
成
27
年
10
月
を
ま
た
い
で
１

年
以
上
引
き
続
く
期
間
も
含
み
ま
す
）

②�

65
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
（
本
人
の
申
し
出

に
よ
り
、
60
歳
か
ら
繰
り
上
げ
る
こ
と
も

75
歳
〈
昭
和
27
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま

れ
た
人
は
70
歳
〉
ま
で
繰
り
下
げ
る
こ
と

も
で
き
ま
す
）

③�

退
職
し
て
い
る
こ
と
（
70
歳
み
な
し
退
職

を
含
み
ま
す
）

◆
請
求
手
続
き

　

受
給
要
件
①
〜
③
の
す
べ
て
に
該
当
し
た

人
に
は
、
本
人
宛
て
に
請
求
書
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
速
や
か
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

注
１　

学
校
法
人
等
が
退
職
金
等
を
支
給
す

る
場
合
は
、退
職
金
等
の
「
源
泉
徴
収
票
」�

の
写
し
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

退
職
の
時
点
で
受
給
要
件
①
〜
③
の
す
べ

て
を
満
た
さ
な
い
人
で
も
、
将
来
の
手
続

き
に
備
え
て
、退
職
金
等
の「
源
泉
徴
収
票
」

を
保
管
す
る
よ
う
に
案
内
し
て
く
だ
さ
い
。

注�

２　

外
国
に
居
住
し
て
い
る
人
に
は
、
請

求
案
内
が
で
き
ま
せ
ん
。
請
求
時
期
に
な

り
ま
し
た
ら
、
本
人
か
ら
本
事
業
団
に
連

絡
す
る
よ
う
案
内
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
へ
の
届
け
出

　

退
職
後
、
自
営
業
、
パ
ー
ト
又
は
無
職
と

な
る
60
歳
未
満
の
加
入
者
や
被
扶
養
配
偶
者

は
、市
区
町
村
の
国
民
年
金
の
担
当
窓
口
で
国

民
年
金
の
種
別
変
更
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

積
立
貯
金
の
解
約

　

送
金
を
希
望
す
る
月
の
前
月
25
日
（
土
・

日
曜
日
又
は
祝
日
の
場
合
は
直
前
の
平
日
）

【
必
着
】ま
で
に
、学
校
法
人
等
を
通
し
て「
積

立
貯
金
払
戻
・
解
約
請
求
書
」
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
解
約
の
手
続
き
を
し
な
い
場
合
、

資
格
喪
失
後
は
預
り
金
と
な
り
、
利
息
は
付

き
ま
せ
ん
。
必
ず
解
約
の
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
任
意
継
続
加
入
者
と
な
る
場
合
で

も
継
続
加
入
は
で
き
ま
せ
ん
。

注
１　

預
り
金
の
払
い
戻
し
請
求
の
時
効
は

10
年
で
す
。

注
２　

届
出
印
と
異
な
る
印
鑑
を
押
し
て
い

る
た
め
無
効
と
な
る
請
求
書
が
非
常
に
多

く
見
ら
れ
ま
す
。
提
出
前
に
必
ず
印
鑑
が

届
出
印
と
相
違
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

注
３　

非
課
税
の
適
用
を
受
け
て
い
る
場
合

は
、「
非
課
税
貯
蓄
廃
止
申
告
書
DL
」
を

併
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。「
非
課
税

貯
蓄
廃
止
申
告
書
DL
」に
は
個
人
番
号（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
）
の
記
入
が
必
要
で
す
。

積
立
共
済
年
金
の
脱
退

　

退
職
す
る
月
の
前
月
25
日
（
退
職
（
脱
退
）

時
一
時
払
掛
金
を
払
込
む
場
合
は
前
々
月
25

日
）（
土
・
日
曜
日
又
は
祝
日
の
場
合
は
直

前
の
平
日
）【
必
着
】
ま
で
に
、
学
校
法
人

　
貯
金
事
業
関
係　

�

福
祉
部 

貯
金
・
貸
付
課
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等
を
通
し
て
「
脱
退
申
出
書
」、「
給
付
金
請

求
書
」、「
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
申

告
書
類
」（
受
取
金
額
が
一
時
金
で
１
０
０

万
円
を
超
え
る
場
合
又
は
年
金
で
年
額
20
万

円
を
超
え
る
場
合
）
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

資
格
喪
失
後
も
脱
退
申
出
書
等
の
提
出
が

な
い
場
合
は
、
後
日
、
本
人
宛
て
に
未
提
出

で
あ
る
旨
を
通
知
し
ま
す
。
任
意
継
続
加
入

者
に
な
る
場
合
は
、
継
続
し
て
加
入
で
き
ま
す
。

注　

給
付
請
求
の
時
効
は
３
年
で
す
。

◆
給
付
コ
ー
ス
選
択

◦
年
齢
や
加
入
期
間
な
ど
の
条
件
（
受
給
資

格
）
を
満
た
し
た
人
が
退
職
し
た
場
合
は
、

年
金
・
一
時
金
・
医
療
保
険
の
各
コ
ー
ス

か
ら
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◦
年
金
コ
ー
ス
を
選
択
し
た
場
合
は
10
年
を

限
度
と
し
て
年
単
位
で
受
給
開
始
時
期
を

繰
り
延
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
給
資

格
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
は
、
脱
退
一

時
金
で
の
受
け
取
り
と
な
り
ま
す
。

〔
例
１
〕
５
月
か
ら
年
金
で
受
け
取
る
場
合

①
２
月
22
日
ま
で
に
脱
退
申
出
書
等
を
提
出

（
退
職
〈
脱
退
〉
時
一
時
払
掛
金
の
払
い

込
み
を
申
し
込
む
場
合
は
、
１
月
25
日
が

申
し
出
の
締
め
切
り
で
す
）

②
３
月
分
の
掛
金
を
振
り
替
え
後
、
選
択
し

た
コ
ー
ス
の
給
付
を
５
月
か
ら
開
始

〔
例
２
〕
脱
退
一
時
金
で
受
け
取
る
場
合

①
２
月
22
日
ま
で
に
脱
退
申
出
書
等
を
提
出

②
３
月
分
の
掛
金
を
振
り
替
え
後
、
３
月
下

旬
に
積
立
残
高
を
加
入
者
の
口
座
へ
送
金

注　

終
身
保
険
コ
ー
ス
は
現
在
、
新
規
の
取

り
扱
い
を
停
止
し
て
い
ま
す
。

共
済
定
期
保
険
の
脱
退

◆
脱
退
の
手
続
き

　

３
月
末
日
ま
で
に
退
職
し
、
そ
の
後
の
保

障
を
希
望
し
な
い
と
き
は
、
３
月
末
日
ま
で

に
学
校
法
人
等
を
通
し
て
「
退
職
脱
退
申
出

書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
納
付
済
み
前
期
分
保
険
料
は
６
月

中
に
加
入
者
の
口
座
へ
返
金
し
ま
す
。
脱
退

の
手
続
き
を
行
わ
な
い
と
、
資
格
喪
失
後
も

９
月
ま
で
は
保
障
の
対
象
と
な
り
、
保
険
料

は
返
金
し
ま
せ
ん
。

◆
自
動
継
続

　

次
の
場
合
は
、
資
格
喪
失
後
も
10
月
以
降

の
保
障
が
継
続
し
ま
す
。

１　

任
意
継
続
加
入
者
と
な
る
場
合
は
、
引

き
続
き
加
入
で
き
ま
す
。
任
意
継
続
加
入

期
間
中
は
自
動
継
続
と
な
り
ま
す
。

２　

令
和
６
年
３
月
末
ま
で
に
退
職
等
又
は

任
意
継
続
の
脱
退
と
な
る
場
合
は
、
次
の

①
②
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
と
自
動
継

続
と
な
り
ま
す
。

　

①�

責
任
開
始
期
（
６
年
４
月
１
日
）
に
お

い
て
保
険
年
齢
が
50
歳
以
上
（
昭
和
49

年
10
月
１
日
以
前
生
ま
れ
）

　

②�

１
年
以
上
共
済
定
期
保
険
に
加
入
（
保

険
料
を
２
回
以
上
振
替
）

注
１　

家
族
年
金
コ
ー
ス
及
び
医
療
保
障

コ
ー
ス
は
、
６
月
下
旬
に
配
当
金
を
送
金

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
配
当
金
は
登
録

の
個
人
口
座
に
送
金
し
ま
す
。
登
録
口
座

を
変
更
す
る
場
合
は
「
共
済
定
期
保
険
事

業
振
替
口
座
・
住
所
・
電
話
番
号
変
更
申

出
書
」
を
４
月
５
日
ま
で
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

注
２　

２
年
以
上
加
入
し
て
い
る
人
は
、
退

職
後
に
別
途
個
人
保
険
の
「
退
職
後
保
障

プ
ラ
ン
」
に
加
入
で
き
ま
す
。
加
入
を
希

望
す
る
人
は
次
の
問
い
合
わ
せ
先
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

　

共
済
定
期
保
険
専
用
ダ
イ
ヤ
ル�

☎
０
１
２
０
（
７
１
６
）
２
６
７�

平
日　

９
時
〜
17
時
15
分

注
３　

給
付
請
求
の
時
効
は
３
年
で
す
。

教
職
員
生
涯
福
祉
財
団
の�

ア
イ
リ
ス
プ
ラ
ン

　

脱
退
の
手
続
き
は
次
の
問
い
合
わ
せ
先
に

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ア
イ
リ
ス
プ
ラ
ン
専
用
ダ
イ
ヤ
ル�

☎
０
１
２
０
（
８
４
４
）
０
２
２�

平
日　

９
時
〜
17
時
15
分

　

貸
付
け
を
利
用
し
て
い
る
加
入
者
が
退
職

す
る
場
合
は
、
貸
付
金
残
額
の
全
額
を
償
還

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

資
格
喪
失
処
理
後
、
学
校
法
人
等
宛
て
に

即
時
償
還
の
通
知
を
送
付
し
ま
す
。
事
前
に

資
金
の
都
合
が
つ
く
場
合
は
、
在
職
中
に
全

部
任
意
償
還
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

詳
細
は
、
私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
私

　
貸
付
事
業
関
係　

�

福
祉
部 

貯
金
・
貸
付
課

学
共
済
事
業
の
ご
案
内
▼
福
祉
事
業
▼
加
入

者
貸
付
▼
貸
付
金
の
償
還
方
法
〕
を
参
照
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
任
意
償
還
の
手
続
き

　

毎
月
15
日
【
必
着
】
ま
で
に
「
貸
付
金
任

意
償
還
・
団
信
制
度
脱
退
申
出
書
DL
」
を
提

出
す
る
と
、
そ
の
月
の
定
期
償
還
後
の
元
金

残
を
記
し
た
「
貸
付
金
任
意
償
還
通
知
書
」

と
「
払
込
取
扱
票
（
払
込
通
知
書
）」
を
学

校
法
人
等
宛
て
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
学
校

法
人
等
か
ら
償
還
金
を
払
い
込
ん
で
く
だ
さ

い
。
た
だ
し
、
任
意
償
還
の
場
合
、
退
職
金

等
の
支
払
時
期
に
か
か
わ
ら
ず
償
還
期
限
ま

で
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
即
時
償
還
の
手
続
き

　

任
意
償
還
の
申
し
出
を
し
な
く
て
も
、
資

格
喪
失
処
理
後
、
自
動
的
に
即
時
償
還
と
な

り
ま
す
。
た
だ
し
、
資
格
喪
失
が
確
認
さ
れ

る
ま
で
の
間
は
定
期
償
還
が
継
続
さ
れ
ま
す
。

こ
の
場
合
、
即
時
償
還
、
定
期
償
還
と
も
に

退
職
後
に
学
校
法
人
等
か
ら
払
い
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

　

学
校
法
人
等
が
退
職
金
等
を
支
給
す
る
場

合
は
、
住
宅
貸
付
の
他
、
一
般
貸
付
等
の
貸

付
償
還
金
も
退
職
金
等
か
ら
控
除
し
て
く
だ

さ
い
。
退
職
金
等
を
支
給
し
な
い
と
き
や
退

職
金
等
の
支
給
額
で
償
還
額
の
全
額
を
充
当

で
き
な
い
場
合
は
、
退
職
時
に
学
校
法
人
等

が
借
受
人
か
ら
償
還
金
（
定
期
償
還
金
と
即

時
償
還
金
の
合
計
）
を
預
か
っ
て
く
だ
さ
い
。

注�　

３
月
31
日
退
職
者
の
償
還
手
続
き
は
、

12
頁
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
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◆
申
し
込
み
資
格

・�

加
入
者
期
間
が
引
き
続
き（
※
）１
年
以
上

あ
る
加
入
者

・�

住
宅
貸
付
は
、
年
金
等
給
付
の
加
入
者
期

間
が
引
き
続
き
５
年
以
上
あ
る
加
入
者

※�

資
格
取
得
日
の
属
す
る
月
か
ら
貸
付
け
の

申
し
込
み
日
の
属
す
る
月
ま
で
、
加
入
者

と
し
て
の
資
格
に
１
日
の
空
白
も
な
い
状

態
を
い
い
ま
す
。

◆�

加
入
者
期
間
１
年
目
の
申
し
込
み
（
住
宅

貸
付
を
除
き
ま
す
）

　

令
和
５
年
４
月
１
日
資
格
取
得
者
の
貸
付

け
は
、
６
年
４
月
２
日
送
金
分
か
ら
可
能
で

す
。
こ
の
場
合
、「
貸
付
申
込
書
DL
」
等
は
６

年
３
月
15
日
（
金
）【
必
着
】
ま
で
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

◆
申
し
込
み
時
の
注
意
事
項

・�

貸
付
け
の
申
し
込
み
は
、
す
べ
て
学
校
法

人
等
を
通
し
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・�

申
し
込
み
資
格
等
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、

貸
付
金
の
送
金
日
か
ら
退
職
ま
で
の
償
還

回
数
（
期
間
）
が
短
く
て
も
申
し
込
み
が

で
き
ま
す
。

・�

申
し
込
み
の
際
は
、
償
還
が
確
実
に
で
き

る
こ
と
を
学
校
法
人
等
で
必
ず
確
認
の
う

え
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
退
職
手
当
等

の
支
給
予
定
が
な
い
加
入
者
や
、
退
職
手

当
等
の
支
給
額
が
著
し
く
少
な
い
加
入

者
、
複
数
の
借
り
入
れ
（
金
融
機
関
等
の

借
り
入
れ
等
を
含
み
ま
す
）
が
あ
る
加
入

者
か
ら
の
申
し
込
み
の
際
に
は
、
特
に
留

意
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
書
類
作
成
時
の
注
意
事
項

・�

貸
付
関
係
の
様
式
用
紙
等
は
、
加
入
者
及
び

学
校
法
人
等
代
表
者
の
押
印
が
必
要
で
す
。

・�

申
込
書
類
へ
の
記
入
は
、
学
校
法
人
等
の

証
明
欄
を
除
き
、
借
受
人
と
な
る
加
入
者

本
人
が
必
ず
自
筆
・
楷
書
で
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。
代
筆
や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
印
字

等
に
よ
る
記
載
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

・�

「
貸
付
申
込
書
DL
」の
加
入
者
の
申
込
日
、

申
込
事
由
及
び
学
校
法
人
等
の
証
明
日
を

必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・�

申
込
書
類
に
押
印
す
る
際
は
、
同
一
の
印

鑑
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

・�

訂
正
す
る
場
合
は
、
訂
正
箇
所
を
線
で
抹

消
し
た
後
、
加
入
者
の
申
込
印
と
同
じ
印

鑑
で
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。
伝
票
訂
正
用

の
小
さ
い
印
鑑
や
ス
タ
ン
プ
印
は
使
用
で

き
ま
せ
ん
。

・�

貸
付
け
の
要
件
や
貸
付
限
度
額
、
添
付
書

類
等
は
貸
付
種
類
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。

詳
細
は
、
私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
私

学
共
済
事
業
の
ご
案
内
▼
福
祉
事
業
▼
加

入
者
貸
付
〕
の
各
貸
付
け
の
ペ
ー
ジ
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。

加
入
者
貸
付
の
申
し
込
み
手
続
き

福
祉
部
　
貯
金
・
貸
付
課

３月31日退職者の償還手続き（２日貸付の場合）

手続時期 提出書類 最終定期償還月 償還期限日 経過利息

任�

意�

償�

還

３月15日締め切り（必着） 貸付金任意償還・団信
制度脱退申出書DL

３月�最終定期償還 ４月１日 なし

即 

時 

償 

還

事前受付での資格喪失処理 資格喪失報告書DL
３月�最終定期償還
（４/１�即時償還通知書交付）

５月１日 １か月分

５月30日 ２か月分

退職後の資格喪失処理 資格喪失報告書DL
４月�最終定期償還
（４/15�即時償還通知書交付）

５月１日 なし

６月１日 １か月分

６月13日 ２か月分

注１　�住宅貸付の団信制度は、最終定期償還月まで保障が適用されるため、保険料充当金の支払いも最終定期償還月まで必要です。
注２　�償還期限日は貸付けの応当日の前日ですが、土・日曜日又は祝日の場合は直後の平日に繰り下がります。
注３　�経過利息の計算式は、「最終定期償還月の元金残×利息（現在の年利1.26％）÷12月×利息○か月分」（円未満切上げ）です。住宅

貸付で半年払償還を併用している場合は、１月と７月の任意償還を除き、直近の１月又は７月の翌月から最終定期償還月まで
の経過利息が加算されます。

注４　�貸付金任意償還申出書の提出期限は毎月15日【必着】ですが、土・日曜日又は祝日の場合は直前の平日に繰り上がります。
注５　�最終の定期償還月が３月となる場合の提出時期です。即時償還の通知は、４月になってからの送付となります。
注６　�即時償還の最終の払込期限日（償還期限日）を過ぎると、１日当たり0.03％の延滞金が課せられます（償還通知書の交付日から

60日後が最終の償還期限日です）。
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共
済
業
務

令
和
４
年
度
の
実
施
結
果

　

令
和
４
年
度
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施
結

果
は
、
表
１
、
２
の
と
お
り
と
な
り
ま
し
た
。

◆
特
定
健
康
診
査
実
施
率

　

加
入
者
及
び
被
扶
養
者
等
の
合
計

　

72
・
３
％

　

３
年
度
に
比
べ
、
１
・
４
ポ
イ
ン
ト
増
加

し
ま
し
た
。

◆
特
定
保
健
指
導
実
施
率

　

加
入
者
及
び
被
扶
養
者
等
の
合
計

　

７
・
４
％

　

３
年
度
に
比
べ
、
０
・
１
ポ
イ
ン
ト
減
少

し
ま
し
た
。

　

特
定
健
康
診
査
の
実
施
率
は
増
加
傾
向
で

す
が
、
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
は
低
下
傾

向
に
あ
り
ま
す
。

特
定
保
健
指
導
の
受
診

　

特
定
健
康
診
査
の
結
果
を
提
出
し
た
加
入

者
・
被
扶
養
者
等
に
対
し
て
、
そ
の
人
の
健

康
状
態
に
即
し
た
健
康
情
報
冊
子
「
Ｑ
Ｕ
Ｐ

ｉ
Ｏ�

Ｐ
ｌ
ｕ
ｓ
（
ク
ピ
オ�

プ
ラ
ス
）」
を

発
行
し
、
特
定
保
健
指
導
が
必
要
と
判
定
さ

れ
た
人
に
は
「
利
用
券
」
を
同
封
し
ま
す
。

　

加
入
者
は
学
校
法
人
等
宛
て
、
被
扶
養
者

等
は
自
宅
宛
て
に
送
付
し
ま
す
。

　

ま
た
、
手
軽
に
受
け
ら
れ
る
学
校
訪
問
型

や
会
場
型
の
特
定
保
健
指
導
を
実
施
し
て
い

ま
す
の
で
、
教
職
員
の
健
康
づ
く
り
に
お
役

立
て
く
だ
さ
い
。

令
和
５
年
度
特
定
健
診
等�

結
果
デ
ー
タ
提
出
の
お
願
い

　

５
年
度
の
健
診
結
果
デ
ー
タ
の
提
出
期
限

（
第
２
回
目
）
は
１
月
31
日
（
水
）
で
す
が
、

健
診
結
果
デ
ー
タ
の
提
出
は
随
時
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
提
出
期
限
の
直
前
は
受
付
件
数

が
非
常
に
増
加
す
る
た
め
、
健
診
結
果
デ
ー

タ
の
登
録
作
業
等
が
集
中
し
、「
Ｑ
Ｕ
Ｐ
ｉ

Ｏ�

Ｐ
ｌ
ｕ
ｓ
」
等
の
発
送
が
遅
延
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
特
定
保
健
指
導
対
象
者
に

同
封
す
る
「
利
用
券
」
を
有
効
期
限
内
に
使

用
で
き
な
く
な
る
可
能
性
も
高
ま
り
ま
す
の

で
、
健
診
結
果
デ
ー
タ
は
健
診
終
了
後
、
提

出
可
能
と
な
っ
た
分
か
ら
順
次
送
付
し
て
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
健
診
結
果
デ
ー
タ
は
、
電
子
媒
体

で
提
出
す
る
場
合
、
紙
媒
体
よ
り
も
処
理
が

早
く
、
優
先
的
に
結
果
を
発
送
で
き
ま
す
。

　

私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
提
出
用

の
健
診
結
果
デ
ー
タ
を
簡
単
に
作
成
で
き
る

ツ
ー
ル
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
不
備
項
目
の

チ
ェ
ッ
ク
機
能
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
活

用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

速
や
か
な
登
録
作
業
に
向
け
、
電
子
媒
体

で
の
提
出
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

令
和
４
年
度
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施
結
果

及
び
令
和
５
年
度
結
果
デ
ー
タ
提
出
の
お
願
い

福
祉
部
　
保
健
課

令和４年度　特定健康診査等の実施結果

表２　特定保健指導� （単位：人）

区　　分 （ア）加入者 （イ）被扶養者等
（※1）

合　計
（ア＋イ）

健診実施者数（※2）
Ａ 評価対象者数 275,325 35,854 311,179

対
　
象
　
者

Ｂ 動機づけ支援
（B/A）

26,484 2,114 28,598

（9.6%） （5.9%） （9.2%）

Ｃ 積極的支援
（C/A）

20,667 610 21,277

（7.5%） （1.7%） （6.8%）

終
　
了
　
者

Ｄ 動機づけ支援
終了者数
（Ｄ/Ｂ）

2,147 145 2,292

（8.1%） （6.9%） （8.0%）

Ｅ 積極的支援
終了者数
（Ｅ/Ｃ）

1,371 35 1,406

（6.6%） （5.7%） （6.6%）

実施率
〈（D+E）/（B+C）〉

3,518 180 3,698

（7.5%） （6.6%） （7.4%）

目 
標 
等

実施率目標 26.0% 26.0% 26.0%

目　標　差 △18.5% △19.4% △18.6%

※1　任意継続加入者は、被扶養者等に含みます。
※2　 健診実施者には、すべての健診項目の受診はできなかったものの階層化

（保健指導判定）が可能な対象者を含みます。

表１　特定健康診査� （単位：人）

区　　分 （ア）加入者 （イ）被扶養者等
（※1）

合　計
（ア＋イ）

Ａ 対象者数 332,344 98,250 430,594

Ｂ 実施者数 275,268 35,847 311,115

実　施　率
（Ｂ/Ａ） 82.8% 36.5% 72.3%

実施率目標 91% 55% 82%

目　標　差 △8.2% △18.5% △9.7%

QUPiO�Plus
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　令和５年７月〜12月に学校法人等へ送金した短期給付
金等の内容を記載した「給付金等送金記録のお知らせ」
を、１月下旬に加入者住所宛てに送付します。
� 【業務部　短期給付課】

　例年２月に開催している連絡会は、開催を見送ります。
　これに代えて「私学共済事務担当者へのお知らせ」を
発行し全学校法人等宛てに送付します。
� 【広報相談センター　相談班】

　１月中旬に「私学共済ブック2024・2025�」を学校法人等宛
てに送付します。加入者への配付にご協力をお願いします。
注�　「私学共済ブック2022・2023�」は補助券の有効期間である�
３月まで保管してください。【広報相談センター　広報班】

「給付金等送金記録のお知らせ」を
送付します

私学共済事務担当者連絡会中止の
お知らせ

「私学共済ブック 2024・2025 」
を発行します

４日（木） 掛金等 �11月調定分納期限
貸付 �送金

６日（土） 貸付 �12月分定期償還期限

10日（水） 貯金 �払込期限（必着）

15日（月） 貸付 �２月２日送金申し込み・任意償還申出締め切り

22日（月） 貯金 �送金
貸付 �送金

25日（木）
貯金 �払戻・解約請求締め切り
積立共済年金 �脱退申出等締め切り
共済定期保険 �口座・住所変更申出締め切り

29日（月） 掛金等 �12月調定分口座振替（自振校のみ）
貸付 �１月分定期償還口座振替（自振校のみ）

31日（水）
掛金等 �12月調定分納期限
特健 �特定健康診査の健診結果データ提出期限（第２回目）
貸付 �２月22日送金申込締め切り

月の共済業務スケジュール1

２日（金） 貸付 �送金

６日（火） 貸付 �１月分定期償還期限

９日（金） 貯金 �払込期限（必着）

15日（木） 貸付 �３月４日送金申し込み・任意償還申出締め切り

月の共済業務スケジュール2

共済事業本部
〒113 - 8441　東京都文京区湯島1-7-5
☎03（3813）5321（代表）
電話照会の際は、学校記号番号、加入者番号が
確認できるものをお手元にご用意ください。

共済業務

１　住宅貸付の借受人
　令和５年に住宅貸付を借り受けた人や、５年中に自己
の居住の用に供した人の住宅取得資金にかかる借入金の
年末残高証明書を、１月中旬に学校法人等宛てに送付し
ます。残高証明書は、確定申告により住宅借入金等特別
控除を受けるために必要となります。
　なお、残高証明書は「工事等完了届（様式第８号）」
の提出がないと発行できませんので、未提出の場合は速
やかに提出してください。
　４年以前から住宅貸付を借り受け、自己の居住の用に
供していた人の残高証明書は、年末調整用として、５年
10月14日に学校法人等宛てに送付しました。
　また、年末調整用の残高証明書を発行した後に任意償
還等により年末残高や償還回数に異動が生じた人には、
異動後の残高証明書を１月中旬に学校法人等宛てに送付
します。� 【福祉部　貯金・貸付課】
２　任意継続加入者
　５年10月19日までに任意継続掛金の納付が確認された
人には、「令和５年分任意継続掛金納付証明書」を10月
27日に送付しました。10月20日以降に初めて掛金の納付
が確認された人には、１月下旬に送付します。
� 【業務部　掛金課】
３　年金受給権者
　老齢・退職の年金は所得税法上、課税の対象となりま
す。これらの年金を受給している人には、「令和５年分
公的年金等の源泉徴収票」を年金者向広報「共済だより」
第78号に同封して１月中旬に送付します。なお、在職中
などで５年中に年金の支払いがなかった人には源泉徴収
票は送付しません。� 【年金部　年金第二課】

　団体信用生命保険は、住宅貸付を借り受けている加入
者が償還中に死亡又は高度障害になった場合、生命保険
会社が本人に代わって貸付金残高を支払う制度（任意加
入）です。ご家族の生活の安定を図るために、住宅貸付
を申し込む際にはぜひ加入してください。
� 【福祉部　貯金・貸付課】

確定申告用の書類を送付します

住宅貸付の申し込みの際には
団体信用生命保険の加入をお勧めします

私学事業団ホームページ　https://www.shigaku.go.jp/
助成業務　https://www.shigaku.go.jp/s_home.htm
共済業務　https://www.pmac.shigaku.go.jp/（私学共済ホームページ）
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私学振興事業本部
〒102 - 8145
東京都千代田区富士見1-10-12
☎03（3230）1321（代表）

助成業務

　私学事業団では平成30年度より、私立学校の教育改革
及び経営改善に向けた支援として、事例集をホームペー
ジ上で紹介しています。
　特色ある教育や経営を行う私立学校の実例をコンパク
トにまとめていますので、各学校法人で改革を実施する
際の参考としてご活用ください。

私学事業団ホームページ〔助成業務のご案内▶経営支援・
情報提供▶「特色ある教育・経営の取組みを行う私立学
校の事例集」〕
� 【私学経営情報センター　私学情報室】
　　　　　　　　　 ☎03（3230）7849～7851
　　　　　　　　　 Eメール　center@shigaku.go.jp

　令和５年度学校法人基礎調査にご協力いただいた大
学・短期大学・高等専門学校を設置する学校法人に、
令和５年度版「今日の私学財政（大学・短期大学編）」
（CD-ROM）を12月末に送付しました。
　財務分析など学校経営の参考としてご活用ください。
� 【私学経営情報センター　私学情報室】
　　　　　　　　　 ☎03（3230）7846～7848
　　　　　　　　　 Eメール　center@shigaku.go.jp

　私学経営情報センター私学情報室では、会計処理をは
じめ、私学経営全般にわたる事項についてご質問・ご相
談を承っています。ぜひご利用ください。
� 【私学経営情報センター　私学情報室】
　　　　　　　　　 ☎03（3230）7846～7848
　　　　　　　　　 Eメール　center@shigaku.go.jp

「特色ある教育・経営の取組みを行う
私立学校の事例集」をご活用ください

令和５年度版「今日の私学財政（大学・
短期大学編）」を送付しました

会計処理等のご質問・ご相談を
承っています

　本奨励金は、私立大学等に在籍する若手研究者と女性
研究者のための「社会一般からの寄付による」研究奨励
金制度です。2023年度は、若手研究者37名、女性研究者
37名の計74名に対し、合計で2,960万円を交付しました。
　次世代を担う多様な人財の育成を図る観点から、応募
者のこれまでの研究実績よりも、研究の特色や独創性、
熱意や将来性を重視しています。また、応募に当たり分
野の限定はせず、すべての研究を対象としています。
　私学事業団では、本奨励金の趣旨にご賛同いただける
企業等法人や個人の皆様にご支援をお願いしています。
　また、学校法人の皆様には、売上金の一部が本奨励金
の寄付金に充てられる「若手・女性研究者奨励金�寄付
金付き自動販売機」の新規導入、又は既設の自動販売機
を寄付金付き自動販売機に転換していただく等により、
本奨励金へのご協力をお願いしているところです。
　わが国の未来を担う人財育成のため、本奨励金にご支
援を賜りますようお願い申し上げます。
※�本奨励金についての詳細は、私学事業団ホームページ
〔助成業務のご案内▶若手・女性研究者奨励金〕に掲
載していますので、ご参照ください。

　　　　　　　　　【助成部　寄付金課】　　　　　　　
� ☎03（3230）7319・7320　　　　
� Ｅメール　kifukin@shigaku.go.jp

「若手・女性研究者奨励金」への
ご支援のお願い

〜その１本が、未来をつくる。〜

寄付金付き自動販売機ご協力校一覧
（PDFファイルのダウンロード）
https://www.shigaku.go.jp/files/s_wakatejosei_
kifusha05_12.pdf
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☎03（3230）7811・7881（企画室）　　　　　　　　�　（禁無断転載）

融資事業のご案内融資事業のご案内 詳細は私学事業団ホームページをご覧ください
https://www.shigaku.go.jp/s_yushi_menu.htm

問い合わせ先（私学振興事業本部）

融資部融資課　☎03（3230）7862～7864、7866～7868
Ｅメール　yushi@shigaku.go.jp

校舎や園舎、体育館など耐震化はお済みですか？
旧耐震基準で建設された校舎・園舎の建て替え事業（耐
震改築）や、防災（耐震）機能強化の補助金対象となっ
た改修事業（耐震改修）に、私学事業団の融資をご利用
いただくと、一定の要件を満たした場合、国の利子助成
が受けられます。
利子助成は二つのパターンがあります。

耐震化以外の校舎、園舎などの建築や土地の購入、機器
備品の購入なども融資の対象となります。施設設備の整
備計画の際にぜひ事業団資金の活用をご検討ください。

※�事業を行う学校の種類や事業内容等により、利子助成の対象になるか、
またどちらのパターンになるかが決まります。

※�融資金利が0.5％以下の場合、パターン①の４年目以降、パターン②の
全借入期間の利子助成は行われません。

※�利子助成率の上限は大学等2.1％、高校・幼稚園等1.6％、専門学校・各種�
学校は0.5％です。

■主な事業と融資金利（令和５年12月現在）

主な事業内容
返済期間（据置年数含む）

30年以内 20年以内 10年以内 ６年以内

校（園）舎などの
建築・用地取得

年％ 年％ 年％ 年％

1.80 1.40 0.90 0.70
寄宿舎などの
建築・用地取得 1.90 1.50 1.00 ―

園バスや備品
などの購入 ― ― 0.90

（5.5年以内）

0.50
※�返済期間が30年以内（21年以上）の融資は、原則として融資契約額が10億円�
以上の場合にご利用いただけます。
※�金利は毎月見直しています。なお、金利は融資契約時点の金利が適用され、
償還完了までの固定金利となります。

札幌たびストーリー
「高層階デラックスルームプラン」

取扱期間：令和６年３月31日まで（２月３日～11日を除きます）
特典・アーリーチェックイン12時、レイトチェックアウト12時（最大24時間ステイ）
・10階以上、北海道庁向きのお部屋を用意します。
・道内の温泉の入浴剤付きです。
・未就学児の添い寝は無料です。

１泊朝食付（２名１室／１名様）� 6,500円～
（３名１室／１名様）� 5,900円～

１泊２食（１名様）� 13,400円・14,500円・15,700円
取扱期間：令和６年３月31日まで（繁忙期を除きます）
・夕食の内容により料金が異なります。
・京都市宿泊税200円を含みます。

本格京会席コース

宿泊施設のご案内宿泊施設のご案内 加入者のご予約は公式ホームページ
からの予約がお得です

〒606-8333　京都市左京区岡崎法勝寺町16　☎075（761）0201
JR「京都」駅前市バスターミナルＡ-1番乗り場、阪急「京都河原町」駅・京阪「三条」駅
から市バス５号系統「銀閣寺・岩倉」行きバスで「岡崎法勝寺町」下車、すぐ前

京会席（夕食イメージ）　

デラックスツインルーム　

〒060-0001　札幌市中央区北１条西６丁目　☎011（261）5311（代表）
JR「札幌」駅（南口）から徒歩７分。地下鉄「大通」駅から徒歩５分。札幌駅前通地下歩行
空間６番・８番出口から徒歩３分　https://www.hotelgp-sapporo.com

京　都　白
しら

　河
かわ

　院
いん

宿泊プランは、夕食のグレードにより３段階あります。
冬の京都の散策後は、和の趣あふれる白河院で雅な京会席を 
ご堪能ください。




